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第 40 回 IFRS のエンドースメントに関する作業部会議事概要 

 

I. 日 時  平成 29 年 12 月 22 日（金） 13 時 15 分～15 時 00 分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III. 議 題 

 IFRS 第 16 号「リース」のエンドースメント手続 

 

IV. 議事概要 

1. IFRS 第 16 号の個別論点に関する確認 

村瀬専門研究員より、以下について、IFRS 第 16 号における取扱いの概要及び IASB と FASB

に対する我が国からの意見発信とその対応の説明がなされ、審議が行われた。 

(1) リースの定義、識別、契約の構成部分の区分 

(2) 短期リース及び少額資産のリース 

(3) 開示 

 

2. IFRS 第 16 号のエンドースメント手続における論点の整理確認 

板橋ディレクターより、IFRS 第 16 号のエンドースメント手続として今後検討する可能性の

ある論点に関する事務局の整理について説明がなされ、審議が行われた。 

 

以 上 


